
 

日吉台地下壕に関する対応について 

 
１ 日吉台地下壕の概要（【資料１】「日吉台地下壕の概要」参照） 

  
 ○横浜市港北区日吉周辺に存在する日吉台地下壕群は、昭和１９年から２０年にかけて、第二次世界

大戦末期の旧海軍地下軍事施設として建設されたもので、大きく４つの地下壕があり、総延長５㎞

におよびます。 
 
２ これまでの本市の対応方針（【資料２】｢日吉台地下壕の現況と本市の対応方針｣参照） 

 
○地下壕の一部に開発計画が予定されたこと、安全対策が必要な部分があったことから、国・県とも

協議の上、平成１６年８月に日吉台地下壕に関する対応方針を決定しました。 
○その中で民間事業者の開発が予定されている部分については、事業者の協力を得て、記録保存のた

めの調査を行うこととしました。 
 
３ 開発事業の概要（【資料３】「開発事業の概要」参照） 

 

○開発場所 港北区日吉５丁目 １６５９－１他 
○開発面積 ９７３．７０㎡ （宅地３区画・道路新設他） 
○開発者  東京都世田谷区奥沢６－３３－１４ ㈱タスコーポレーション 

 
４ 事業者への対応経過（【資料４】「横浜市の対応経過」参照） 

 
 ○平成１６年３月に開発が許可された後、当時の事業者に対し調査への協力を申し入れていましたが、

その後工事が長期間中断し、その間に事業者・設計者・施行者いずれも変更となりました。 
 ○本年３月、慶応大学から工事が再開されている旨の連絡を受け、改めて変更後の事業者に調査への

協力を申し入れ、詳細な打合せを行うため職員が現地に行ったところ、既に工事が進められており、

調査実施前に地下壕の一部が壊されたことが判明しました。 
 ○その後、改めて文書により調査の協力要請を行うとともに、延べ４日間、本市職員等により記録保

存のための調査を実施しました。 
 
５ 今後の本市の対応方針 

（１） 埋蔵文化財の包蔵地台帳への登録 

 

○今回の件では、事業者に対して調査への協力を要請していたものの、工事実施までに十分な協議 
ができなかったことに課題がありました。このため、今後、工事実施の際、確実に事業者との協議 
が確保できるよう、文化財保護法の埋蔵文化財の包蔵地（ほうぞうち）台帳への登録に向けて、手 
続きを進めます。 

 
 ※埋蔵文化財の包蔵地台帳に登録されると、文化財保護法第９３条により、工事等を行う場合は、事

前に文化庁長官（本市の場合、横浜市教育委員会）への届出が義務付けられます。 
 ※包蔵地台帳には、中世以前のものや、中世以後で歴史上重要なものが登録されていますが、近代の

遺跡の登録はほとんど例がないため、文化財保護審議会等、学識経験者の意見などを踏まえ、対応

します。 
 
（２） その他の取り組み 

 

 ○今後の工事で、新たな遺跡等が発見された場合は、連絡をするよう業者に申し入れをするほか、所

有者の了解を得て、埋設遺跡があることなどを周知する案内板等を設置します。 
 ○今回の調査と平成１６年度に横浜国大の協力により実施した調査結果をまとめ、公開します。 

こども青少年・教育委員会 
平 成 ２ ５ 年 ５ 月 ７ 日 
教 育 委 員 会 事 務 局 
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■【資料４】横浜市の対応経過 

 
これまでの経過 

 
 平成１５年３月     開発許可申請が提出される 
 
 平成１５年４月     文化庁・神奈川県と対応を協議 
 
 平成１６年３月     開発許可 
 
 平成１６年４月     横浜市が横浜国大に依頼し地下壕の調査を実施 
             事業者に対し、今後工事を行う場合の調査への協力を申し入れ 
 
 平成１６年８月     日吉台地下壕の「対応方針」を策定 

・その中で、開発事業が予定されている部分は、記録保存のための調査を

実施できるよう事業者と協議することとしました。 
 

             ＜この間、開発工事が中断＞ 
 
 平成２５年３月１３日  施工業者変更 
 
 平成２５年３月     変更許可を受けた事業者により工事が再開 
 
 平成２５年３月２１日  慶応大学からの連絡により工事が再開されたことを把握 
 
 平成２５年４月 ４日  事業者と面会し、記録保存のための調査実施への協力を要請 
 
 平成２５年４月１５日  調査打合わせのため教育委員会職員が現地に行ったところ、既に入り口の

一部が破壊されていることが判明 
 
 平成２５年４月１７日  再度、事業者に記録保存のための調査実施への協力を文書で要請 
             １７日・１８日に記録保存のための調査実施 
 
 平成２５年４月２３日  事業者と追加の調査の協議 
 
 平成２５年４月２４日～ ２４日、３０日に追加の調査実施 
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